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○大町市堆肥センター設置及び管理に関する条例施行規則 

平成２５年９月３０日 

規則第２０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大町市堆肥センター設置及び管理に関する条例（平成２５年条

例第２６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（堆肥販売料金の免除） 

第２条 条例第６条に規定する免除の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

（１）市又は市教育委員会が主催又は共催する事業で、堆肥を使用又は配布すると

き。 

（２）その他市長が必要と認めたとき。 

２ 条例第６条に規定する免除を受けようとする者は、堆肥センター堆肥販売料金免

除申請書（別記様式）を市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第３条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 
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別記様式（第２条関係） 

 


